
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 ・発送から１５日以内に支払い 

 

 

 

 

 ・電話又は窓口で納骨日の予約 

納骨日  

火・木・土曜日 

午前 9:00 10:00 11:00 

午後 1:00  2:00  3:00 

木曜日は各時間帯１体のみの受付  

 ・骨壺は使用者へ返却（陶磁器として 

 処分するか、葬儀屋へ相談） 

  

  

  

  ・個別埋蔵場所へ納骨した焼骨は 

 １５年経過した次の３月３１日 

 に共同埋蔵場所へ移す 

  

 ・・・申請者の手続き ・・・市の手続き  

 

・納骨はシルバー人材センターが行います。※市環境課職員が行う場合もあります。 

・骨壺には、納骨棚の番号と同じ表示をして保管します。 

・個別埋蔵場所使用者には、亡くなったときに速やかに納骨されるよう、定期的に通知を送

付させていただきます。 

合葬式墓地 申し込みから納骨までの流れ 

①申込書類の提出（環境課窓口） 

②書類審査 

④使用料納付（納付書により） 

 

 

⑥火葬許可証・埋葬許可証・改葬許可証

のいずれかを提出（環境課窓口） 

⑦納骨する日時の予約（環境課） 

 ※納骨日の２週間前までに 

 

⑧納骨 ※使用許可証を提示 

⑨個別埋蔵場所から共同埋蔵場所へ移動   

⑤使用許可証の発行（郵送） 

 

申 

申 

市 

③納付書の発行（郵送） 市 

申 

市 

申 

申 

申 

市 

市 


